
（売払物品）

1 　エンジン式フォークリフト

初度登録年月 車台番号 型式 種別 燃料

平成14年3月 ７FGL25-12510 O2-7FGL25 フォークリフト ガソリン

※ この建設機械の稼働時間は、約1,288ｈである。（令和8年3月末現在）

※ 機械の動作確認等により３月末からの稼働時間が変動する場合がある。

※ 本売払契約の内容には、サヤフォーク、ロングフォーク、バケットの引取を含む。

（下見）

2

場所：中之島公園内（別紙参照）

住所：大阪市北区中之島１

日時： 午前10時～正午

（物品引取期限）

3

4

（物品の引取り）

5 （１）

（２）

（３）

（４）

　　

エンジン式フォークリフト売払仕様書

　令和8年8月7日(金）までとし、期間内に必ず引取りを完了すること。
　なお、期限までに引取りを完了しない時は、本市契約規則第56条第3項を適用し、延滞違約金を徴収す
る。

　本仕様書は、大阪市建設局のエンジン式フォークリフトの売払に関するものである。

　本売払契約に関しては、大阪市契約規則、その他関係法令を守り、公告事項及び本仕様書を確認のうえ入
札を行うこと。

　入札希望者は当該品の下見を必ず行い、「物品買受申込書」に主管局立会者の証印を受けること。証
印のない入札は無効とする。なお、下見は、次の場所及び日時で行うこととする。

トヨタ

メーカー

令和8年7月6日（月)

落札後、機械の引取りに際しては、引取予定日の２日前までに本市担当者に連絡のうえ、担当者
立会いのもとに引取りを行い、搬出作業等についてもその指示に従うこと。また、本売払契約に
関しては、物品引渡書の受理をもって適格請求書の発行を行うため、物品の引取り完了の際には
「物品引渡書」を提出すること。

引取り時間は平日の午前10時から正午及び午後２時から４時までとする。

　引取場所も下見場所と同じ予定である。引取場所付近は大型車の通行許可等が必要となるため、事前
に必要な許可等の内容を十分に確認・理解し、適切な手続きを行った上で引取りを行うこと。

運搬費用、整備費用等は全て落札者の負担とする。

機械の引取りの際、敷地内では安全に十分気をつけ、当局の業務を妨げないこと。

また、敷地内での事故については全て落札者の責任において処理すること。



（その他）
6 （１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（問い合わせ先）

7 　本市担当者

大阪市建設局公園緑化部調整課 　甲斐・平井

ＴＥＬ　０６－６６１５－７８６１

本売払物品の本市マーク・本市名については、すべて消去済みである。

本仕様書について疑義がある時は、必ず入札前にこれを正し、落札決定後の異議申立ては一切認
めない。また、契約後においては、事情のいかんを問わず契約金額及びその内容の変更は一切認
めない。

本売払契約締結後の物件について、本市は一切の責任を負わない。

落札者の責任に基づく理由により取引を中止した場合は、本市契約規則第61条を適用し、契約保
証金は本市に帰属するものとする。

落札後、速やかに当局指定様式の誓約書に必要事項を記入し提出すること。また、転売等、古物
営業法の対象となる取引で使用する場合は、古物営業法による機械工具類売買資格が必要である
ので、古物営業許可証（行商する）の写しを提出すること。

物品を処分する場合は、不法投棄又は不法焼却せず、関係法令を遵守し適正に処分すること。



令和平成　　年　　月　　日

　大阪市建設局長　様

住所

氏名

自社において

　　　　　　　　　使用し、（どちらかに○）

転売等して

1 　物品売払契約書及び仕様書の記載事項を遵守すること。

2 　上記に違反した場合には、即時貴局の指示に従い処理すること。

3 　本契約書に添付した古物商許可書に記載の都道府県公安委員会の許可は

　現在において有効な許可であることを誓約いたします。

※  　転売等、古物営業法の対象となる取引で使用する場合は、古物商許可書（行商する）の

　写しを添付すること。

※  　本誓約書は、落札後速やかに提出すること。

誓　　　約　　　書

　この度、貴局と契約いたしました「エンジン式フォークリフト売払」については、

　搬送途上は勿論、万一破損等により使用不能あるいは不要となった場合にも、関係
法令等に違反することはいたしません。また、この契約に関する下記事項を守ること
を誓約いたします。

記



下見場所周辺地図 

 

                                 （別紙） 

下見場所 



 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 買受人（買受人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、

大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 買受人は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契

約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、買受人は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ

せなければならない。  

(3) 買受人は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら

れる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当

課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければな

らない。 

また買受人は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 買受人及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった

と認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 買受人は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に

協力しなければならない。 

(6) 売払人及び買受人は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日

程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとす

る。 

 

２ 誓約書の提出について 

    買受人及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しな

ければならない。ただし、売払人が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



 

 

特記仕様書 

 

売払人と本契約を締結した買受人は、この契約の履行に関して、売払人の職員から違法又は不適正

な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに売払人の建設局総務部総務課（連絡先：06－6615

－6436）に報告しなければならない。 

 

 


